
 

 

 

 

 

                                           

見えなかった喜びを拾い集めて 

 

今年も残り少なくなりました。この時期は、「今年の〇〇」ニュースが気になります。今年の流行語大

賞は「村神様」に、また今年の漢字は「戦」になりました。あとは、川柳コンクールが楽しみです。 

さて、人も街も気ぜわしくなる時、目には見えないことも多い時代に、皆様にとって見えなくなってい

た今年の喜びを発掘してみませんか。考えずに感じることで、きっと毎日が温かく輝きだすことでしょう。 

 
☆今年度の実践より☆（児童・生徒の感想） 

 ８月 栗東・葉山くじら学童保育所 by 京滋ヤクルト「おなか元気教室」 

 

              ・おなかのことがよくわかった。 

・朝ごはんの大切さがよくわかった。 

・いつもの生活を見直して、おなかにいいことをしようと思った。 

 

 

 ９月 湖南・三雲小学校 byおうみ未来塾＜仕事人と語ろう！＞グループ「仕事人キャリア教育」 

                       ・仕事は、「人のためにする、人が喜ぶ 

ためにする」ということがわかった。 

             ・夢を叶えるために「予祝（よしゅく）」 

                することも大切なことがわかった。 

               ・夢の実現のために「自分が楽しめる」 

                   努力もしていこうと思った。 

 

１０月 草津・草津第二小学校 by琵琶湖保全再生課、Fast Fitness Japan「MLGsについて、体操」 

 ・私は MLGs について学んで「より良い琵琶湖を未来へひきつぐ 

目標」について、心に残ったことがあった。それは「水辺や湖 

底も美しく」という目標だ。常に琵琶湖の周りがきれいで、美 

しい琵琶湖を未来へ引き継ぎたいと思った。 

・MLGs 体操の歌詞も一つ一つ意味があると分かり、それが琵琶湖 

の 13 の目標であることも知り、今後、それらのことを実践して 

いきたい。 

 ・体を動かして学ぶことができ、とてもよくわかった。 

 

 １１月 甲賀・甲南第二小学校 by フジノ食品「食育＜食の匠の出張講座＞」 

 

         ・実際にプロのシェフの技を見せていただいて、プロの技術の高さに驚い 

た。プロとして仕事をするには、かなりの努力が必要だと思った。 

・シェフがされているのを見ていると自分にも少しだけならできそうな気が 

したが、いざやってみると全然上手くいかなかった。形が崩れて困っている 

ときにシェフが来てくださって、あっという間に直してくださってすごいと 

思った。 
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検索 

 １１月 栗東・大宝小学校 by トヨタカローラ滋賀「クルマと社会 つながる教室」 

・知っているようで知らないことがいっぱいわかってよかった。 
・水素車の排気ガスは二酸化炭素が出ずに水だけが出ることに 

びっくりした。 
・家の車も二酸化炭素が出ていると思うと、環境のことを 

考えるきっかけになった。  

・エアバッグがどこにあるのか、実際に車のマークを探し  

て、たくさんついていることが分かった。 
 

 １２月 大津・粟津中学校 by仕事人グループ「現代マナー講座」 

               ・お辞儀にも 15度、30度、45度と種類があることを学んだ。ま
た、それぞれのお辞儀に意味があることも知った。         

・正しいマナーを身につけることは自分の印象も良くすることが
できる。今回学んだことを将来にも生かしていきたい。 

・人と話をするときに、相槌を打つことが大切だと知った。実践
していきたい。 

・国語で敬語を学習したが、実際に日常生活で敬語を正しく使う
ことはとても難しいことがわかった。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

☆紹介コーナー☆ 

  「学校生き生き支援活動事業」をご存じですか？ 

                      有効に活用されていますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

学校教育活動支援者を活用した教育実践に要する経費に対して、滋賀県教職員互助会が交付して 

くださる、助成金支援事業です。 

 

該当所属：県内公立小・中学校、県立学校 

申請回数：1校１事業 30,000円を限度とする。 

使用対象：講師等実費費用弁償（謝金）、ボランティア謝金、傷害保険料等 

申請方法：所定の事業計画書を提出する。 

    【互助会ＨＰにログイン（パスワードは年度初めに学校配布冊子裏表紙に記載）】 

     途中で計画書に変更が生じた場合は、変更届を提出する。 

交付学校：申請順に決定するが、新規申請校は優先される。 

申請受付：４月初旬から。予算に達した時点で受付終了。（令和４年度は 9/26で受付終了） 

謝礼単価：原則実施時間により決まっている。交付決定後は変更不可。 

謝礼方法：原則図書カードや商品券とするが、現金の場合は要相談。 

実施報告：実績報告書を提出する。 

 

   《連絡先：一般財団法人 滋賀県教職員互助会》 

        住 所 滋賀県大津市京町４－１－１ 滋賀県庁新館５階 教職員課 健康福利室内 

電 話（077）528-4557 

        ＦＡＸ（077）528-4952   

 

☆☆☆次号からは、分野ごとに各メニューの紹介をします。☆☆☆ 

皆様にとって、今日も明日もいい日になりますように！！ 
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